
 

 

 

 

最近、ニュース等で報道されている「SNS 上における暴力行為等の動画の投稿・拡散」の事案を受けて、先日の

生徒会朝礼にて生徒に以下の説明をしました。 

1 暴力行為やいじめは、いかなる理由があっても許されるものではなく、事案によっては暴行罪や傷害罪等の

犯罪行為に該当し得ること。 

２ 暴力行為やいじめの撮影、SNS 上への投稿・拡散は、当該者への誹謗中傷に加え、他の人権を侵害すること

につながるため、決して「誰かを助けよう」と思っていてもしてはならないこと。 

３ 上記の行為が判明した場合は、警察等の関係諸機関と連携し、対応に当たること。 

４ 現在、または過去に「暴力行為」「いじめ」「SNS への動画の投稿及び拡散」をした、見た、聞いた人は申し出

ること。 

５ 「暴力行為」「いじめ」「SNSへの動画の投稿及び拡散」等の行為を絶対にしないこと。 

 また、合わせて第３回のいじめアンケートも行い、そのような事案が起きていないかを確認しているところです。

学校ではこのようなアンケートを始め、二者面談や SC との面談等を通して、生徒一人一人が安心・安全に学校生

活を送れるように尽力してまいります。ご家庭におかれましても、何か変わった様子やご心配な点がありましたら、

早期のご連絡をお願いいたします。 

 なお、下記に学校外の機関の相談窓口を掲載いたしますので、改めてご確認いただき、必要に応じてご活用いた

だければ幸いです。 
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